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◎新潟県告示第240号 

身体障害者福祉法施行令（昭和25年政令第78号）第３条第２項の規定により、次の医師は、身体障害者福祉法

（昭和24年法律第283号）第15条第１項の規定による医師の指定を辞退した。 

令和４年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

氏 名 
担当する 

医療の種類 

従事する病院又は 

診療所の名称 
所在地 

辞退 

年月日 

小西 徹 小児科 長岡療育園 
長岡市深沢町字

高寺2278番地８ 
R４.１.20 

竹内 一郎 外科・内科 安塚診療所 
上越市安塚区安

塚2555－１ 
R３.11.28 

若林 允甫 脳神経内科 小千谷さくら病院 
小千谷市小粟田

2732番地 
R４.１.４ 

 


